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令和８年度  五條市国民健康保険特別会計予算  

 

 

 

令和８年度五條市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,806,000千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

（一時借入金）  

第２条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 200,000千円と定める。  

（歳出予算の流用）  

第 ３ 条  地 方 自 治 法 第 ２ ２ ０ 条 第 ２ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 す る

こ と が で き る 場 合 は 、 次 の と お り と 定 め る 。  

（ １ ）  保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上 し た 予 算 額 に 過 不 足 を 生 じ た 場 合 に お け る 同 一 款 内 で の こ れ ら の 経 費

の 各 項 の 間 の 流 用 。  

 

 

令和８年２月２６日提出  

五  條  市  長    平  岡   清  司   
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 国 民 健 康 保 険 税 ７５８，３１２  

 1 国 民 健 康 保 険 税 ７５８，３１２  

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 ５０  

 1 手 数 料 ５０  

 3 国 庫 支 出 金 ３，３８３  

 1 国 庫 補 助 金 ３，３８３  

 4 県 支 出 金 ２，６６０，８４８  

 1 県 補 助 金 ２，６６０，８４７  

 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 １  

 5 連 合 会 支 出 金 ４４９  

 1 連 合 会 補 助 金 ４４９  

 6 財 産 収 入 ８００  

 1 財 産 運 用 収 入 ８００  

 7 繰 入 金 ３７６，１５０  

 1 他 会 計 繰 入 金 ３７６，１５０  

 8 繰 越 金 １  

 1 繰 越 金 １  

 9 諸 収 入 ６，００６  

 1 延 滞 金 ４，０００  

 2 受 託 事 業 収 入 １  

 3 雑 入 ２，００５  

金 額



10 市 債 １  

 1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金 １  

３，８０６，０００  歳 入 合 計
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  歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総 務 費 ８３，３０９  

 1 総 務 管 理 費 ６１，４０３  

 2 徴 税 費 １５，７８０  

 3 運 営 協 議 会 費 ２５４  

 4 医 療 費 適 正 化 特 別 対 策 費 ５，８７２  

 2 保 険 給 付 費 ２，６３３，８８１  

 1 療 養 諸 費 ２，２７７，３５６  

 2 高 額 療 養 費 ３４７，８６２  

 3 移 送 費 １００  

 4 出 産 育 児 諸 費 ７，００３  

 5 葬 祭 諸 費 １，５６０  

（ 傷 病 手 当 金 ） ０  

 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 １，０３３，９７５  

 1 医 療 給 付 費 分 ６４９，９１２  

 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 ２４９，９０１  

 3 介 護 納 付 金 分 ９４，０１２  

 4 子 ど も 子 育 て 支 援 金 分 ４０，１５０  

 4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 １  

 1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 １  

金 額



 5 保 健 事 業 費 ４６，９１８  

 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 ３６，４６６  

 2 保 健 事 業 費 １０，４５２  

 6 基 金 積 立 金 ８００  

 1 基 金 積 立 金 ８００  

 7 諸 支 出 金 ２，１１１  

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ２，１１０  

 2 療 養 費 等 指 定 公 費 立 替 金 １  

 8 公 債 費 ５  

 1 公 債 費 ５  

 9 予 備 費 ５，０００  

 1 予 備 費 ５，０００  

３，８０６，０００  歳 出 合 計
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令和８年度  五條市墓地事業特別会計予算  

 

 

 

令和８年度五條市の墓地事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,200 千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

 

 

 

 

 

令和８年２月２６日提出         

五  條  市  長   平  岡   清  司  
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 使 用 料 及 び 手 数 料 ３０１  

 1 使 用 料 ３０１  

 2 繰 入 金 ２，８９９  

 1 他 会 計 繰 入 金 ２，８９９  

３，２００  

  歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 墓 地 事 業 費 ３，２００  

 1 墓 地 事 業 費 ３，２００  

３，２００  

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計



 

 

 

 

令 和 ８ 年 度 
 

 
 

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書 
 

 

 
 
 

五 條 市 
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令和８年度  五條市介護保険特別会計予算  

 

 

令和８年度五條市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,093,200千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

（一時借入金）  

第２条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 200,000千円と定める。  

（歳出予算の流用）  

第３条  地 方 自 治 法 第 ２ ２ ０ 条 第 ２ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 す る

こ と が で き る 場 合 は 、 次 の と お り と 定 め る 。  

（ １ ）  保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上 し た 予 算 額 に 過 不 足 を 生 じ た 場 合 に お け る 同 一 款 内 で の こ れ ら の 経 費  

の 各 項 の 間 の 流 用 。  

 

 

  

令和８年２月２６日提出       

五  條  市  長   平  岡   清  司  
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 介 護 保 険 料 ６８９，４５４  

 1 介 護 保 険 料 ６８９，４５４  

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 ５６  

 1 手 数 料 ５６  

 3 国 庫 支 出 金 １，０２３，２４３  

 1 国 庫 負 担 金 ６５４，１７６  

 2 国 庫 補 助 金 ３０５，４１９  

 3 国 庫 交 付 金 ６３，６４８  

 4 県 支 出 金 ５９６，３７０  

 1 県 負 担 金 ５６５，５１３  

 2 県 交 付 金 ３０，８５７  

 5 支 払 基 金 交 付 金 １，０３０，７９４  

 1 支 払 基 金 交 付 金 １，０３０，７９４  

 6 財 産 収 入 １，５００  

 1 財 産 運 用 収 入 １，５００  

 7 繰 入 金 ７２６，４６０  

 1 他 会 計 繰 入 金 ６７２，９４９  

 2 基 金 繰 入 金 ５３，５１１  

 8 繰 越 金 ２  

 1 繰 越 金 ２  

金 額



 9 諸 収 入 ２５，３２１  

 1 延 滞 金 １０  

 2 雑 入 ２５，３１１  

４，０９３，２００  歳 入 合 計

- 11 -



- 12 -

  歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総 務 費 １１８，１６８  

 1 総 務 管 理 費 １１８，１６８  

 2 保 険 給 付 費 ３，７５２，８９７  

 1 給 付 諸 費 ３，６２５，５０４  

 2 審 査 支 払 手 数 料 ３，７４９  

 3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 １２３，６４４  

 3 地 域 支 援 事 業 費 ２０８，０５５  

 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 ８８，３１６  

 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 １，６８２  

 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 １１７，８３９  

 4 そ の 他 諸 費 ２１８  

 4 保 健 福 祉 事 業 費 ６，８６９  

 1 保 健 福 祉 事 業 費 ６，８６９  

 5 基 金 積 立 金 １，５００  

 1 基 金 積 立 金 １，５００  

 6 諸 支 出 金 ７１１  

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ７１１  

 7 予 備 費 ５，０００  

 1 予 備 費 ５，０００  

４，０９３，２００  

金 額

歳 出 合 計



 

 

 

 

令 和 ８ 年 度 
 

 
 

大 塔 診 療 所 特 別 会 計 予 算 書 
 

 

 
 
 

五 條 市 
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令和８年度  五條市大塔診療所特別会計予算  

 

 

 

令和８年度五條市の大塔診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 53,000 千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

（ 地 方 債 ）  

第２条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、   

 利率及び償還の方法は、「第２表  地方債」による。  

（ 一 時 借 入 金 ）  

第３条   地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 5,000 千円と定める。  

 

 

令和８年２月２６日提出           

五  條  市  長   平  岡   清  司  
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 使 用 料 及 び 手 数 料 １２，３８９  

 1 使 用 料 １２，３８９  

 2 国 庫 支 出 金 ９，４７５  

 1 国 庫 補 助 金 ９，４７５  

 3 県 支 出 金 ６，０００  

 1 県 補 助 金 ６，０００  

 4 繰 入 金 １７，５３６  

 1 他 会 計 繰 入 金 １７，５３６  

 5 市 債 ７，６００  

 1 市 債 ７，６００  

５３，０００  

  歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総 務 費 ５３，０００  

 1 総 務 管 理 費 ５３，０００  

（ 公 債 費 ） ０  

（ 公 債 費 ） ０  

５３，０００  

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計



（単位：千円）

診 療 機 器 等 整 備 事 業 7,600

普 通 貸 借 又
は 証 券 発 行

計 7,600

　５．０％以内
　（ただし、利率見直し
方式で借り入れる政府資
金及び地方公共団体金融
機構資金について、利率
の見直しを行った後にお
いては、当該見直し後の
利率）

　政府資金または地方公共団体金融機構資金

については、その融資条件により、銀行その

他の場合にはその債権者との協定による。た

だし、市財政の都合により据置期間及び償還

期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に

借換えすることができる。

第  ２  表        地 　　 方　 　 債  　

起 債 の 目 的 限　度　額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法
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令 和 ８ 年 度 
 

 
 

農業集落排水事業特別会計予算書 
 

 

 
 
 

五 條 市 
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令和８年度  五條市農業集落排水事業特別会計予算  

 

 

令和８年度五條市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,200 千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

（一時借入金）  

第２条   地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 1,000 千円と定める。  

 

 

 

 

 

令和８年２月２６日提出           

五  條  市  長   平  岡   清  司  
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 使 用 料 及 び 手 数 料 １，２９６  

 1 使 用 料 １，２９６  

 2 繰 入 金 １，９０４  

 1 他 会 計 繰 入 金 １，９０４  

３，２００  

  歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総 務 費 ２，３８１  

 1 総 務 管 理 費 ２，３８１  

 2 公 債 費 ８１９  

 1 公 債 費 ８１９  

３，２００  

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計



 

 

 

 

令 和 ８ 年 度 
 

 
 

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 書 
 

 

 
 
 

五 條 市 
 

 

 

 

 



 



- 19 - 
 

令和８年度  五條市後期高齢者医療特別会計予算  

 

令和８年度五條市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条   歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 710,500 千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」による。  

（一時借入金）  

第２条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。 

 

 

 

 

 

 

令和８年２月２６日提出      

五  條  市  長   平  岡   清  司  
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ４７５，１６３  

 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ４７５，１６３  

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 １０  

 1 手 数 料 １０  

 3 国 庫 支 出 金 ３，９２４  

 1 国 庫 補 助 金 ３，９２４  

 4 繰 入 金 ２２９，７５１  

 1 他 会 計 繰 入 金 ２２９，７５１  

 5 繰 越 金 １  

 1 繰 越 金 １  

 6 諸 収 入 １，６５１  

 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 ５１  

 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 １，６００  

７１０，５００  

金 額

歳 入 合 計



  歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総 務 費 ４２，４３４  

 1 総 務 管 理 費 ３５，８４２  

 2 徴 収 費 ６，５９２  

 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 ６６６，４６６  

 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 ６６６，４６６  

 3 諸 支 出 金 １，６００  

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 １，６００  

７１０，５００  

金 額

歳 出 合 計
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